
参考資料 

①定員枠の詳細 

１「一般枠」 ６０名 

入学後の６年間は医学科教育カリキュラムを履修し、卒業後の２年間は初期研修

を履修します。 

２「地域医療枠（神奈川県地域医療枠・市大地域医療枠）」 ２０名＋５名 

入学後の６年間は医学科教育カリキュラムを履修し、卒業後の２年間は初期研修

を履修する(一般枠と共通）。その後、３年間の専門研修の後、さらに、４年間は

将来、地域医療の指導的・中核的役割を担うための、地域医療を実践しながら臨床

のスキルをみがいていきます。また、平成 19 年度から導入した社会人学生制度を

活用し、専門研修等を行いながら、大学院教育を受けることも可能となっています。 

専門研修等を通じた７年間の診療活動を行う医療機関は、市大の両附属病院をは

じめ県立病院、公立病院、共済病院等の県内の医療機関です。勤務する病院は、本

人の意向を確認した上で、研修内容の修得状況や研修を行う医療機関の医師配置状

況等を踏まえ決定されます。 

３「神奈川県指定診療科枠」 ５名 

入学後の６年間は医学科教育カリキュラム（一般枠・地域医療枠と共通）を履修

し、５年次では診療参加型臨床実習を行い、６年次には、より指定する診療科に重

点を置いた教育プログラムを受けます。卒業後は２年間の初期研修修了後、修学資

金返還免除対象期間（９年間）として３年間の専門研修を経て、将来、地域におけ

る産科等周産期医療の指導的・中核的役割を担うための６年間の地域医療を実践し

ながら、臨床のスキルをみがいていきます。 

専門研修等を通じた診療活動を行う医療機関は、市大の両附属病院をはじめ県立病

院、公立病院、共済病院等の県内における周産期医療の中核を担う病院です。勤務す

る病院は本人の意向を確認した上で、研修内容の修得状況や研修を行う医療機関の医

師配置状況等により決まります。 

 

 

 



②神奈川県産科等医師修学資金貸付制度の概要について 

【貸付対象者】 将来県内の医療機関において、一定期間以上、産科等(産科(産科の診療を

行う産婦人科を含む)、小児科、麻酔科及び外科)を担当する医師の業務に従

事することを条件とした、横浜市立大学医学部医学科の「神奈川県指定診

療科枠(５名)」に入学された方。 

※入学者の方は、修学資金の貸付けを受けていただくことが条件となってい

ます。 
【貸付期間】 大学１年次～６年次の６年間 
【 貸 付 金 】 横浜市立大学の学費及び生活費相当額   

【返還免除】 大学卒業後直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修修了後、引き続き指定病

院（県内病院のうち、県が指定する病院）において指定診療科（大学 5 年次

終了時に、県内医療の状況、学生本人の特性（希望、能力、適正）、大学の

意見を総合的に勘案して、産科（産科の診療を行う産婦人科を含む。）、小

児科、麻酔科及び外科の中から県が指定する診療科）を担当する医師として

の業務に継続して従事した期間が、臨床研修を除く９年間に達したときは、

修学資金の返還を免除します。 


